
第4回定例会で決定した意見書
『固定資産税・都市計画税の軽減措置等の継続を
求める意見書』
　中小企業者等の経営基盤の支援強化を図るため、固定資
産税・都市計画税の軽減措置等を平成28年度以降も継続す
ることを求める意見書を東京都へ提出しました。

政務活動費の公表
台東区議会では、議会改革の取り組みの一環として、政務活動費の会派別収支状況を公表しています

政務活動費とは 　地方自治法や「東京都台東
区議会政務活動費の交付に関する条例」に基
づき、区議会議員による区政の調査研究に必
要な経費の一部として、議会の会派に対し交
付するものです。

領収書等関係書類の閲覧 各会派が支出した政務活動費の領収書、報告書等の関係書類については、情報公開請求の手続きにより、閲覧をすることができます。

●平成27年度上期（４月、５月～９月）の会派別収支状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円
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交付額（A） 1,125,000 1,000,000 625,000 500,000 500,000 6,250,000 5,625,000 3,125,000 2,500,000 2,500,000

研究研修費 研究会や研修会を開催、又は
参加に要する経費 10,200 3,000 0 0 0  221,570  112,300  30,390  0  102,661 

調 査 旅 費 先進地調査又は現地調査に要
する経費 0 0 0 0 0  2,472,728  221,634  516,514  0  88,000 

資料作成費 資料の作成に要する経費 0 0 0 0 0  0 0  0  0  0
資料購入費 図書、資料等の購入に要する

経費 44,765 11,137 27,928 12,812 40,682  266,281  82,442  241,223  144,568  330,714 

広 報 費
調査研究活動、議会活動及び
区の政策について区民に報告
し、PRするために要する経
費

274,370 445,284 46,104 263,184 162,720  66,129  398,877  511,288  893,866  710,208 

広 聴 費
区民等から区政及び会派の政
策等についての要望、意見を
収集するために要する経費

216,000 18,000 31,000 16,000 0  746,200  245,300  210,000  53,000  0 

交 通 費 日常的な調査研究活動に係る
交通に要する経費 191,287 62,658 56,475 26,800 27,980  1,102,801  443,540  337,476  284,640  126,803 

通 信 費 日常的な調査研究活動に係る
通信に要する経費 105,415 179,189 117,542 34,486 31,610  653,595  547,417  403,103  221,522  150,123 

人 件 費 補助職員を雇用する経費 133,000 0 0 72,000 0  216,082  288,000  0  0  0
事 務 費 会派の事務運営に要する経費 162,158 368,228 74,907 159,293 239,042  460,752  857,820  695,513  232,403  1,304,417 

支出額（B） 1,137,195 1,087,496 353,956 584,575 502,034  6,206,138  3,197,330  2,945,507  1,829,999  2,812,926 
差引額（A－B） △12,195 △87,496 271,044 △84,575 △2,034 43,862 2,427,670 179,493 670,001 △312,926

※　平成27年5月に改選が行われたため、４月分と５月以降分を分けて記載しています。
※　各会派への交付額は、１人あたり月額125,000円に会派人数を乗じた月数分で算出されます。各会派の年間支出額が、年間交付額を下回った場合は、区に返還されます。

政務活動費の使途 　交付された政務活動費は、使途基準に従い必要な経費に限定して支出
することができます。次のような経費に支出することは認められません。
・選挙活動、政党活動、私的な活動にかかる経費
・慶弔、見舞い、餞別等の交際的経費
・議員だけが出席する会議に要する経費や専ら飲食のみに要する経費

『行政不服審査会条例』、『固定
資産税・都市計画税の軽減措置
等の継続を求める意見書』など
議案32件を可決

土曜議会を開催します
［日時］２月20日（土）午後２時～４時頃
　区議会は、区の政策や予算など区民生活に関わることを審議
し決定しています。
　会議は一般に公開し、どなたでも傍聴することができます。
　多くの皆さまに傍聴していただけるよう、土曜日に本会議を開
催いたします。本会議では、各会派（※）の代表による「代表質
問」が行われます。
　ぜひ、傍聴にお越しください。

　傍聴される方は、当日、区役所７階議会事務局までお越しください。
※所属政党が同じであったり、同じ意見や考え方を持った議員が集まりグループを作っています。このグループを会派と呼びます。
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